
資料４ 

｢第３次愛知県環境基本計画中間まとめ｣に対するパブリックコメントの結果 
 
１ 募集期間 

  平成１９年１１月２６日（月）から平成１９年１２月２５日（火）まで 
 
２ 提出方法 

  所定の様式に居住市町村名、年齢、性別、職業を記入の上、郵便、ファクシミリ又は電子メールにより提出 
 
３ 募集結果 

  ３１人、延べ６６件 
 
４ 応募の状況 

 （１）提出方法 
郵便 ファクシミリ 電子メール 合計 

１８ ３ １０ ３１ 
 （２）性別 

男性 女性 合計 

２０ １１ ３１ 
 （３）年代別 

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代～ 合計 

５ 5 １０ ８ ３ ０ ３１ 
 （４）地域別 

名古屋 尾張 海部 知多 西三河 東三河 合計 

１２ １１ ０ ３ 3 ２ ３１ 
 （５）職業別 

会社員 公務員 自営業 団体職員 主婦 学生 無職 不明 合計 

１０ ３ １ １ ５ ５ ４ ２ ３１ 
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５ 主な意見の概要 

 
区分 主な意見 

全体 
(１３件)

○地球温暖化防止がメインテーマとなる計画としてほしい。 
○県民が何をしなければいけないかを示していくことが必要。 
○企業の環境配慮を一層進めていくことが必要。 
○愛知らしさを出してほしい。 

第２章 環境の現状と課題 
(５件) ○現行計画の進捗状況を踏まえたものとなっているかが読み取れない。 

第３章 計画の目標 
(１件) ○｢持続可能性｣が大切なキーワードである。 

第４章 ｢脱温暖化｣ 
(９件)

○温暖化対策にしっかり取り組んでほしい。 
○自転車利用を促進していくことが必要。 

第４章 ｢資源循環｣ 
(７件) ○ごみを排出しないことが大切。 

第４章 ｢自然共生｣ 
(７件) ○農作物被害をもたらす鳥獣については適切な管理も必要。 

第４章 ｢安全・安心｣ 
(９件) ○人の健康に直接関係する公害への対策も重要である。 

第４章 ｢参加協働｣ 
(３件)

○幼児期からの自然に触れ合う機会が大切。 
○国際環境協力は自分たちの環境を守るという意味からも大切。 

第４章 ｢地域づくりプログラム｣ 
(１０件)

○コンパクトで環境負荷の少ないまちづくりは住民の意識を的確に把握して進めていくことが必要。 
○愛知県の地域特性から自動車依存からの脱却は難しいのではないか。 
○愛知県でこそ自動車依存からの脱却が必要。 
○緑にあふれた環境づくりを進めてほしい。 
○緑の重要性に対する啓発活動が必要。 
○緑づくりや自然保護について市民団体の自主的な取組への支援が必要。 

第５章 計画の推進・進行管理 
(２件) ○PDCA サイクルをしっかり活用してほしい。 

 
  ※詳細は別添｢｢第３次愛知県環境基本計画中間まとめ｣に対する意見の概要と県の考え方｣のとおり。 

2 



「第３次愛知県環境基本計画中間まとめ」に対する意見の概要と県の考え方 

 ｢第３次愛知県環境基本計画中間まとめ」について県民意見提出制度（パブリック・コメント制度）に基づき、平成１９年１１月２６日（月）から

平成１９年１２月２５日（火）まで、県民の皆様から御意見を募集したところ、３１人から延べ６６件の御意見を頂きました。 
 御意見の概要と県の考え方については、以下のとおりです。 
 
番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
１ 全体 地球温暖化防止を特に抽出してテーマに掲げることは賛

成であり、計画のメインテーマとして存在感を示せるよう

な計画としてほしい。 

地球温暖化対策は喫緊の課題であるとの認識から、今回の計画

では目指す社会の姿として「脱温暖化社会」を新たに打ち出す

とともに、その実現に向け、施策の柱の１番目に「温室効果ガ

スの排出を抑制し、濃度を安定化させる愛知づくり」を掲げて

おります。そして、「「あいちエコチャレンジ 21」県民運動の

展開」をはじめとする「重点プロジェクト」を位置付けるとと

もに、「コンパクトで環境負荷の少ないまちづくり」や「山か

ら街までの豊かな緑の実現」など温暖化対策にも資する「持続

可能な地域づくりプログラム」を推進してまいります。 
２ 全体 各分野にわたり詳細に言及・精査されておりよくできてい

ると思う。 
３ 全体 第２次の基本計画に比べて、ずいぶんとわかりやすくなっ

ている。基本計画といった性格から、すべてを網羅的に書

かざるを得ないが、特に理想の社会（目指す社会）と施策

の体系が対応しており、理解ができた。 

計画の目標に掲げる「自然の叡智に学ぶ持続可能な循環型社

会」の実現に向け、環境保全に関する施策を総合的・計画的に

推進してまいります。 
また、「県政お届け講座」の活用など計画の普及啓発に努め、

県民の皆様と協働した取組を進めてまいります。 

４ 全体 愛・地球博ではたくさんの環境問題に私たちが直面してい

ることを学んだ。それから少しは環境について関心を持と

う、生活を地球に優しくしようと心がけだけは持ったつも

りだが、なかなか実践には結びつかないようである。温暖

化のこともさらに危機感を持たなければならないように

進んでいるようである。環境基本計画は全体として目標と

目指す社会の姿として「参加・協働社会」を打ち出し、施策の

柱として「地球と地域を視野に入れた参加・協働の進む愛知づ

くり」を掲げております。そして、施策の方向として「環境を

考え、行動する人材の育成」などを位置付けております。また、

「計画の推進・進行管理」において、県民の皆様に期待される

具体的な役割を示しております。さらに、「県政お届け講座」
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
するものは立派で異論はない。本当に実現できればと思う

が、行政だけでなく市民が一緒に取り組むことが必要であ

る。協働できる多くの政策が市民に向けて企画されること

を期待する。 
５ 全体 温暖化や循環型社会は、環境の活動に県民が積極的に参加

していくことが大切であり、このことを次期計画に明確に

位置付けるべきである。要するに我々県民が何をしなけれ

ばならないか、それを具体的に示していくことが必要であ

る。 
６ 全体 高齢者でできるようなことを具体的に示してほしい。 
７ 全体 日頃からレジ袋を使わない活動をしているが、男性の方の

関心が低いように感じる。行政は関心のない人への政策を

強める必要がある。 

の活用など計画の普及啓発に努め、県民の皆様と協働した取組

を進めてまいります。 

８ 全体 愛知県は元気な地域とされているが、今後もこの立場を持

続するには環境への取組が評価されるような企業活動へ

と企業の体質を変え強化していくことが重要と思う。特に

中小企業に対する政策を期待する。 
９ 全体 現在、企業は環境への取組を社是としているところが多く

なっている。わが社も昨今では「環境配慮型工具」と銘打

って本来の ECONOMICAL に ECOLOGICAL を付加し

た環境対応型商品を開発し、主力化しようとしている。愛

知県はモノづくりで著名な県でもあり、こうした環境効率

性を高めるような企業へのメッセージがほしいと思う。産

業の分野も垣根なく、環境配慮が欠かせないこと、循環型

社会へ変革していく強いメッセージを発信してほしい。 

施策の柱の「資源の循環による環境負荷の少ない愛知づくり」

において、施策の方向として「モノづくり技術を活用した環境

ビジネスの創出・育成」を位置付けております。そして、「あ

いち資源循環推進センター」を拠点とした循環ビジネスの発

掘・創出や環境技術に関する研究開発の推進、本県の持つ優れ

た環境技術の情報発信などを進めるほか、環境マネジメントシ

ステムの導入支援をはじめとする中小企業の環境対応の促進

などを図ってまいります。こうした取組を通じ、本県のモノづ

くり技術を活用しながら、資源循環社会の愛知モデルを構築し

てまいります。 

１０ 全体 第１の「３ 環境負荷の少ないまちづくりの推進」と「第

２ 資源の循環による環境負荷の少ない愛知づくり」は同

第１の｢３ 環境負荷の少ないまちづくりの推進｣は、都市構造

や交通体系など｢まちのあり方｣の観点から施策の方向を示し
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
じ概念と目標が繰り返されており、整合がとれていないの

ではないか。温室効果ガスの排出抑制は環境負荷を削減す

る行動の１要素であると思われるが、第１と第２の整合が

取れていないのではないか。 

たものです。一方、｢第２ 資源の循環による環境負荷の少な

い愛知づくり｣は、資源の循環という観点から施策を体系化し

たものです。なお、地球温暖化対策と資源循環社会づくりは、

密接に関連するものであり、施策の方向として重なる部分があ

ると考えております。 
１１ 全体 いろいろな対策が記述されているが、計画の目標が漠然と

していてよく理解できない。もっと計画の「見える化」を

してほしい。 

「目指す数値目標」の項目を増やすなど、具体的な目標の充実

を図ります。また、「重点プロジェクト」や「持続可能な地域

づくりプログラム」の設定など、ポイントとなる施策を分かり

やすくしております。さらに計画を分かりやすくまとめた概要

版の作成や「県政お届け講座」の活用など、計画の普及啓発に

努めてまいります。 
１２ 全体 計画に「愛知らしさ」がみえない。 

東京や大阪に負けない、一味違った「らしさ」の計画を示

してほしい。 

「施策展開にあたっての視点」として「愛知の地域特性を反映

する」を掲げ、愛知のモノづくり技術を活用した取組や愛知万

博の成果を継承・発展させる取組など、愛知らしさを生かした

施策を進めてまいります。 
１３ 全体 環境対策は人間が幸せに生きる重要なものであり、哲学・

宗教などと切り離せない。審議会、各種委員会にそうした

見識のある人がどんどん参画してもらいたい。 

計画の策定にあたっては、様々な分野の有識者で構成する愛知

県環境審議会の意見を聞いております。 

１４ 第２章 
環境の現状と課題 

統計データについて、全国と比較できるようにすると、愛

知県の位置付けがよく分かると思う。 
（例：温室効果ガスの増減率の割合について、全国と比較

できると良い） 

御意見を踏まえ、温室効果ガス排出量の全国データを掲載しま

す。 

１５ 第２章 
環境の現状と課題 

地下水の環境基準達成率の記載について、揮発性有機化合

物は洗浄用にも使用され、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は

畜産や生活排水が原因の可能性もあるので、原因の記載が

適切でないと思われる。また、「今後の課題」の 2 点目で、

浄化対策を実施させる旨の記述があるが、土壌汚染対策法

御意見を踏まえ、現状に関する記述を「事業活動に伴って使用

される物質や生活排水による汚染が生じています。」とします。

また、今後の課題に関する記述を「汚染の除去等を早期かつ適

切に原因者に実施させることが必要です。」とします。 
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
では必ずしも浄化を求めておらず、リスク管理の考え方に

立ち、曝露経路の遮断を求めている。よって、原因者に過

重な負担を求める記述と思われる。 
１６ 第２章 

環境の現状と課題 
「騒音・振動・悪臭」の「今後の課題」の 1 点目で、騒

音対策のハード施策のみが例示されているが、速度の抑

制、交通量の削減（高速道路への迂回）等のソフト施策も

重要と思われる。 

御意見を踏まえ、「環境施設帯の設置や道路構造改善等の道路

騒音対策、交通流の円滑化や交通量の低減対策が必要です。」

とします。 

１７ 第２章 
環境の現状と課題 

「資源循環と廃棄物適正処理」の「一般廃棄物の総排出量

と埋立処分量の推移」のグラフにおいて、「一人一日ごみ

排出量」と「処理しなければならないごみの一人一日あた

りの量」の意味の違いが分からない。 
 

「一人一日ごみ排出量」はごみ総排出量を県民一人一日あたり

に換算したものです。「処理しなければならないごみ排出量」

は、ごみ総排出量から集団回収と資源ごみ分を除いたものを県

民一人一日あたりに換算したもので、住民が関わる段階を意識

して減量目標として導入したものです。なお、御意見を踏まえ、

定義を記載します。 
１８ 第２章 

環境の現状と課題 
計画全体を通じて内容が現計画の進捗状況を踏まえたも

のとなっているかが読み取れないのはいかがなものか。 
第 2 章の「環境の現状と課題」において、現行計画の進捗状

況を踏まえた環境の各分野における現状と課題の提示を行っ

ております。 
１９ 第３章 

計画の目標 
今後の環境政策のキーワードは「持続可能性」かと思うが、

この言葉はあるか。 
計画の目標として「自然の叡智に学ぶ持続可能な循環型社会づ

くり」を掲げております。 
２０ 第４章 

｢第１ 脱温暖化｣ 
「背景」の 1 点目において、温暖化の影響として海面上

昇（による島国の消失、低地の浸水等）が大きく取り上げ

られることが多いので、これも記載してはどうか。 

御意見を踏まえ、「海面の上昇」を追記します。 

２１ 第４章 
｢第１ 脱温暖化｣ 

温暖化が大変心配である。今年はゴアがノーベル平和賞を

受賞したが、残念なことにアメリカは非協力的である。愛

知県だけが頑張ってもどうにもならないと思わないこと

が大事で、行政がしっかりリードして将来に希望が持てる

ようにしてくれることを願う。温暖化対策にしっかり取り

組んでほしい。 

地球温暖化対策は喫緊の課題であるとの認識から、今回の計画

では目指す社会の姿として「脱温暖化社会」を新たに打ち出す

とともに、その実現に向け、施策の柱の１番目に「温室効果ガ

スの排出を抑制し、濃度を安定化させる愛知づくり」を掲げて

おります。そして、「「あいちエコチャレンジ 21」県民運動の

展開」をはじめとする「重点プロジェクト」を位置付けるとと
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
２２ 第４章 

｢第１ 脱温暖化｣ 
地球温暖化対策は私たちの将来に向かっての重要な課題

である。県としても他県に先んじて対策を進めるべきと思

う。計画の中でも特に重要なものと考える。 

もに、「コンパクトで環境負荷の少ないまちづくり」や「山か

ら街までの豊かな緑の実現」など温暖化対策にも資する「持続

可能な地域づくりプログラム」を推進してまいります。 
２３ 第４章 

｢第１ 脱温暖化｣ 
地球温暖化対策は、現状が悪くならないための取組では不

十分である。「温度上昇が X 度ならこうなる。」という負

のシミュレーションを示し、そのためには何をしなければ

ならないかを県民の暮らしの中に具体的に求めていくこ

とが必要であろう。順応的管理の考え方に沿って、絶えず

モニタリングを行い、結果に応じて目標の修正や新たな対

策を講じるなど、計画の見直しを柔軟に行うべきだ。いず

れにしても、県民に温暖化の危機的状況を十分認識しても

らえるよう、小学生ぐらいからの環境教育が不可欠だと思

う。 

施策の柱に「温室効果ガスの排出を抑制し、濃度を安定化させ

る愛知づくり」を掲げ、「あいち地球温暖化防止戦略」に基づ

き、本県の温室効果ガスの排出量の推移の定量的な把握や地球

温暖化の影響に関する情報収集を進め、産業、民生、運輸など

部門ごとに効果的な対策を進めてまいります。また、「重点プ

ロジェクト」の「「あいちエコチャレンジ 21」県民運動の展開」

における子どもも参加できる「ストップ温暖化教室」の開催な

ど、地球温暖化に関する環境学習を推進してまいります。 

２４ 第４章 
｢第１ 脱温暖化｣ 

太陽光発電の助成をしていくようだが、より安価で効率の

良い太陽温熱水器は一時のブームが過ぎて忘れられてい

るような気がする。省エネが本当に必要になった今こそお

金がかかることの少なく効果がある温水器などももう一

度普及できるよう応援してもらいたい。 

重点プロジェクトの「「あいちエコチャレンジ 21」県民運動の

展開」などにおいて、太陽温熱水器の有用性を普及啓発してま

いります。 

２５ 第４章 
｢第１ 脱温暖化｣ 

「自然エネルギーの利用の促進」で「野生生物や景観など

に配慮しながら、風力発電の円滑な立地を進めます。」と

あるが、「立地」ではなく、「建設」とすべきではないか。

「立地」は、環境や背景を示す言葉であり、「円滑に進め

る」ものではないと思う。 
 

風力発電施設は地球温暖化防止への寄与という公益性がある

一方、大型の工作物であることから、野生動植物や自然景観に

与える影響も懸念されております。そのため、施設の建設のみ

でなく、設置場所の選定を含めた円滑な立地を進める必要があ

ることから、「立地」としております。 

２６ 第４章 
｢第１ 脱温暖化｣ 

「環境にやさしい交通体系の構築」で、自転車のレンタル

事業について触れてあるが、自転車利用の促進のために

は、自転車の利用レーンを確保することが重大な要素であ

御意見を踏まえ、「自転車道・自転車駐車場の整備や自転車レ

ンタル事業実施マニュアルを活用した市町村における自転車

レンタル事業の導入の働きかけなど、自転車利用を促進しま
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
ると考える。 
 都市郊外では自転車利用も快適であるが、都市圏におけ

る自転車は、歩道利用では歩行者を危険にさらし、車道利

用では自らが自動車からの危険にさらされている。特に都

市中心部においては、自動車利用を制限して自転車利用の

促進を図るため、車道の一部を自転車レーンとすること

が、大きな改善につながると考えている。 
 レンタル事業により、自転車の供給を増やし、同時並行

的に自転車の運転環境も改善しなければならないのでは

ないか。 
２７ 第４章 

｢第１ 脱温暖化｣ 
大気汚染や地球温暖化対策として、低公害車やエコカーの

促進が記述されているが、最も環境にやさしい乗り物は自

転車である。通勤や通学にも自転車が利用できるよう、安

全な自転車道路や駐輪場の整備、自転車利用者への助成と

いった施策も検討する必要がある。 

す。」とします。 

２８ 第４章 
｢第１ 脱温暖化｣ 

愛知万博で行われた取組を承継、具体化していく例として

愛知県体育館に「バイオラング」を設置したとあり、現場

に行ってみたが、わずか４、５ｍの壁に設置されているだ

けである。これではただ設置しただけで、ほとんど何の効

果も期待できないと思う。一定規模以上の壁には、バイオ

ラングの設置を義務付ける等、万博の環境技術の普及を図

るべきと考える。 

「持続可能な地域づくりプログラム」の「山から街までの豊か

な緑の実現」において、「あいち森と緑づくり税」（仮称）を活

用した森と緑づくりのための新たな施策により、民有地の壁面

緑化等について助成すること等の検討を進め、都市緑化の推進

を図っていきます。また、「施策の方向」の「環境負荷の少な

いまちづくり」において、「ヒートアイランド対策の推進」と

して、一定規模以上の建物に対する緑化の義務付けを含めた検

討などを進めてまいります。 
なお、「施策展開にあたっての視点」に「愛知の地域特性を反

映する」を掲げ、愛知万博の成果を継承・発展させる取組を一

層進めてまいります。 
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
２９ 第４章 

｢第２ 資源循環｣ 
「資源の循環による環境負荷の少ない愛知づくり」につい

て、「循環」は３R のうち、「Recycle」と「Reuse」を対

象とする概念であり、「Reduce」を含むのであれば、「資

源の循環による」では、内容不足になると思う。 

「資源の循環による環境負荷の少ない愛知づくり」は計画の目

指す社会の姿の一つである「資源循環社会」に向けた施策の柱

です。「資源循環社会」については、「天然資源の消費を抑制す

るとともに、資源の循環的な利用を基本とする」社会としてお

ります。 
３０ 第４章 

｢第２ 資源循環｣ 
資源循環型社会を目指すのに異論はない。今日、多くの

人々が共感する目標である。但しここ２，３年相次いだフ

ェロシルトの問題のように気を許すと環境汚染の原因に

なりかねない。撤去、撤去ということにならないよう、し

っかり監督するように行政が厳しくすることも目標とし

てほしい。また、そもそもごみを排出しないように取り組

むことが１番ではないかと思う。 

計画の目指す社会の姿として「資源循環社会」のほか、環境政

策の基本である「安全・安心社会」を打ち出すとともに、「重

点プロジェクト」として「再生資源の活用審査制度の創設」を

位置付けるなど、「資源循環」と「安全・安心」の両面から廃

棄物の適正処理を進めてまいります。また、ごみの発生抑制に

向け、施策の方向に「あらゆる場面での３R の促進」を位置付

け、「重点プロジェクト」の「「脱レジ袋」を目指す県民運動等

の展開」等の取組を推進してまいります。 
３１ 第４章 

｢第２ 資源循環｣ 
「背景」の「大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済シ

ステムは、・・・問題が生じています。」は、「問題が･･･」

あるいは、「･･･を生じさせています。」ではないか。 

御意見のとおり「を生じさせています。」とします。 

３２ 第４章 
｢第２ 資源循環｣ 

「背景」の「本県のモノづくり技術を活かした循環ビジネ

スの発掘・創出や・・・」は「資源循環ビジネス」としな

ければ解りにくい。 

県では、資源の循環に関わりのある産業を「循環ビジネス」と

しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

３３ 第４章 
｢第２ 資源循環｣ 

「モノづくりを活かした環境ビジネスの創出・育成」の「本

県の持つ優れた環境技術の情報発信」で「愛知環境賞を実

施します。」とあるが、 
「･･･賞」は、創設、制定、または運用するもので、実施

とはいわないのではないか。 

「愛知環境賞」は表彰式のほか、講演会や交流会を合わせて行

っていることから、「実施」としております。 

３４ 第４章 
｢第２ 資源循環｣ 

「モノづくりを活かした環境ビジネスの創出・育成」の「本

県の持つ優れた環境技術の情報発信」で「環境技術･製品

を国内外に向けて情報発信します」は、「環境技術･製品の

御意見のとおり「環境技術・製品の情報を国内外に向けて発信

します。」とします。 
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
情報を国内外に向けて発信します」とした方がよいのでは

ないか。 
３５ 第４章 

｢第２ 資源循環｣ 
「廃棄物の適正処理、監視指導の徹底」の「廃棄物処理施

設の信頼性と安全性の確保」で「説明会の開催を指導する」

とあるが、誰を指導するのか解らない。おそらく、市町村

を指導対象としているのであると推測するが。 

廃棄物処理施設等を設置又は変更の許可を受けようとする事

業者を対象とするため、御意見を踏まえ、「事業者に対し、地

域住民への説明会の開催を指導する」とします。 

３６ 第４章 
｢第３ 自然共生｣ 

「いのちと暮しを支える生物多様性の保全」において、生

物多様性が支えるものは「健全な生態系」であり、ヒトの

生活に限定されるような「いのちと暮し」と直接結びつけ

るのは不自然であると考える。 

生物多様性には､食料や衣服等の原料となるなどの｢供給サー

ビス｣､多様な生物の存在が環境汚染や気候の変動、害虫の大量

発生等を緩和する｢調整サービス｣､地域特有の文化を生み出す

源泉となったり、レクリエーションの場となるなどの｢文化的

サービス｣といった機能があるとされており､生物多様性は私

たちの生活にとってもなくてはならないものです。そのため､

｢いのちと暮らしを支える生物多様性の保全」としております。 
３７ 第４章 

｢第３ 自然共生｣ 
イノシシなどによる農作物の食い荒らしが耕作への悪影

響になっている今日では、保護だけでなく捕獲による適切

な管理も必要である。 

「施策の方向」の「いのちと暮らしを支える生物多様性の保全」

において、｢野生鳥獣の保護管理の推進」を掲げ、引き続き特

定鳥獣保護管理計画に基づき、個体数の調整等を進めてまいり

ます。 
３８ 第４章 

｢第３ 自然共生｣ 
「いのちと暮らしを支える生物多様性の保全」の「希少野

生動植物の保護の推進」に「「外来種捕獲手法マニュアル」

などにより、普及啓発を図ります。」とあるが、「何を」普

及啓発するのか分からない。外来種の捕獲方法を普及啓発

するのか。「外来種侵入がもたらす在来自然への悪影響に

対する知識」の普及啓発を図るべきではないか。 

御意見を踏まえ、「移入種が与える影響等について、インター

ネットをはじめとする各種広報や「外来種捕獲手法マニュア

ル」の活用等により、普及啓発を図ります。」とします。 

３９ 第４章 
｢第３ 自然共生｣ 

「農林水産業を通じた多面的機能の発揮」は、「何の」多

面的機能か解らない。「･･･通じた･･･」とするのが不適切

であり、「農林水産業の多面的機能の発揮」とすべきでは

ないのか。 

農林水産業は、食料等の生産活動により、適切に維持される森

林、農地、海、川を通じた県土の保全や水源のかん養等の多面

的機能を発揮していることから、御意見を踏まえ「農林水産業

の有する多面的機能の発揮」とします。 
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
４０ 第４章 

｢第３ 自然共生｣ 
「農林水産業を通じた多面的機能の発揮」の「農業・農村

を通じた多面的機能の発揮」に、「･･･産地への普及を･･･」

とあるが、マニュアルを普及させる相手は、「人(農家)」
か「組織(農協など)」であって、産地ではないと思う。 

御意見のとおり、マニュアルを普及させる相手は農家もしくは

農家の組織が対象です。一般的に「産地」とはある物品を産出

する土地、生産地のことを指しますが、農作物環境安全推進マ

ニュアルの導入目標の設定にあたっては、分かりやすい数値と

して示すために、産地をその農作物を生産する農業者やその組

織も含んだものと考えて目標を示していますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 
４１ 第４章 

｢第３ 自然共生｣ 
「農林水産業を通じた多面的機能の発揮」の「森林・山村

を通じた多面的機能の発揮」に、「不在村森林所有者に対

し･･･について普及啓発を図ります。」とあるが、不在村森

林所有者は特別な存在であり、遍く広く「普及」させる相

手ではないだろう。普及啓発ではなく、単に啓発か、通知

啓発とか連絡啓発ではないか。 

不在村森林所有者に対する施策のみでなく、県民の皆様に対す

る幅広い普及啓発を図ることから、御意見を踏まえ、「森林整

備の必要性等について普及啓発を図ります。」とします。 

４２ 第４章 
｢第３ 自然共生｣ 

以前、黒川で地下鉄工事で生じた地下水を放流することに

より、黒川の水質改善や魚の生息があったとの報道がされ

た。自然水が少ない河川などでは、地下水の放流といった

方法を取り入れることにより自然の回復を図ることも可

能である。 

「施策の方向」の「健全な水循環の再生」において、河川流量

の確保について位置付け、河川整備計画において、河川水の適

正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標を掲げる

など、河川の必要な維持流量の確保に努めてまいります。 

４３ 第４章 
｢第４ 安全･安心」 

温暖化や自然共生だけではなく、もっと身近な道路沿道の

大気汚染、付近の川の水質汚濁、廃棄物の不法投棄といっ

た問題がある。こうした身近な問題をひとつひとつ解決し

ていくことも環境行政の大きな柱だと考える。 
４４ 第４章 

｢第４ 安全･安心」 
温暖化などの地球環境問題も力をむけていく必要がある

ので温暖化対策が 1 番にきているのは理解できるが、土

壌・地下水汚染など人の健康に直接関係する公害への対策

も重要であるのでしっかりやってもらいたい。 
４５ 第４章 アスベストやフェロシルトなどで被害にあわない安心な

環境政策の基本である「安全・安心社会」を目指す社会の姿と

して打ち出し、施策の柱として「公害のない安全で安心できる

愛知づくり」を掲げ、大気環境、水環境、地盤環境の保全、廃

棄物の不適正処理の防止などを進めてまいります。 
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
｢第４ 安全･安心」 環境を確保できる県づくりを進めてほしい。 

４６ 第４章 
｢第４ 安全･安心」 

環境問題に前向きな企業が多くなっていると書いてある

が、楽観しすぎではないか。確かに環境の効率が良いもの

を製品化したり、環境を売り物にする企業が増えてきたよ

うに感ずるが、公害を出す企業がなくなったわけではな

い。今年か昨年かに大企業であっても公害のデータを改ざ

んするような事件があった。公害への対策や監視はしっか

りやるのが県の役割だと認識する。しっかり対策をやって

ほしい。 

環境政策の基本である「安全・安心社会」を目指す社会の姿と

して打ち出し、施策の柱として「公害のない安全で安心できる

愛知づくり」を掲げております。そして、「重点プロジェクト」

として「企業のコンプライアンスを徹底させる監視体制の充

実」を位置付け、公害防止のための監視を進めてまいります。 

４７ 第４章 
｢第４ 安全･安心」 

先日、市内での地下水汚染を知った。身近なところでもこ

のような問題があったのかと驚きだった。環境保全は現代

の大きな課題である。地下水 
汚染は愛知県中に広がってしまったのだろうか。地下水は

貴重な水資源であり、とりかえしのつかなくなる前に安心

な状態に戻し、いざとなれば地下水を安心して飲めるよう

な環境にしておきたいと思う。地下水汚染などの人の健康

に悪影響のでないような対策をしっかりと実施してほし

い。 

「施策の方向」に「快適な暮らしができる水環境・地盤環境の

確保」を位置付け、土壌汚染対策法や県民の生活環境の保全等

に関する条例に基づき、土地所有者や事業者に対して土壌汚染

の未然防止措置や土壌・地下水調査の指導を引き続き実施して

まいります。また、土壌・地下水汚染が判明した場合の人の健

康被害の防止措置の指導等を実施してまいります。 

４８ 第４章 
｢第４ 安全･安心」 

「PCB 廃棄物の適正処理」について、指導・監視の根拠

として、PCB 特措法に加えて廃棄物処理法も関係すると

思われる（特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、保管基

準等）。 

御意見を踏まえ、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の

推進に関する特別措置法等に基づく」とします。 

４９ 第４章 
｢第４ 安全･安心」 

「化学物質による環境影響の低減対策の推進」の「PCB
廃棄物の適正処理」で、PCB 処分予定を平成 28 年度まで

としているが、「愛知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計

画」では、先日、計画が頓挫した日本車輌による処分場の

稼動も見込んであり、同計画の見直しが必要となれば、こ

「愛知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」で定めた PCB
廃棄物の処理期限については、国主導の日本環境安全事業株式

会社による拠点的広域処理施設において処理することを前提

にしております。日本車輌が計画していた施設については、民

間主導によるものであり、国主導の広域処理施設を補完できる
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
の環境基本計画でも処分完了の見通しに変更が必要とな

るのではないか。日本車輌の計画頓挫を織込み済であれば

良いが。 

ものとの位置付けであり、撤退による特段の影響はありませ

ん。 

５０ 第４章 
｢第４ 安全･安心」 

「着実な未然防止・救済対策と基盤事業の実施」で、何を

「未然防止」し、何を「救済」し、何の「基盤」であるか

が解らない。 
公害発生を未然防止し、公害被害を救済し、公害防止の基

盤事業を整備するのか。 

「公害の防止、健康被害の予防・救済」と基盤事業として「環

境アセスメント制度の推進」、「県の各種計画・事業における環

境配慮の推進」、「環境に関する調査研究・情報提供の推進」を

行うこととしており、小項目（「○」）として記載しております。 

５１ 第４章 
｢第４ 安全･安心」 

「重点プロジェクトの例」にある「企業のコンプライアン

スを徹底する監視体制の充実」では、監視をするのはコン

プライアンスを維持するための 1 手段であることから、

文節が逆転するのではないか。 
 ここでは、「監視体制の充実」を目的としたいのであるか

ら、それを包含する概念としてのコンプライアンス：遵法

行為の徹底を前提としては、本末転倒ではないか。 

企業における環境法令の順守を徹底させることを目的に、県と

して監視体制の充実に取り組むことから、御意見を踏まえ、「企

業のコンプライアンスを徹底させる監視体制の充実」としま

す。 

５２ 第４章 
｢５ 参加・協働｣ 

スウェーデンには、森のムッレ教室という幼児期、5 歳か

ら 6 歳にかけて自然体験をさせ、身近な自然を大切にし

ようという環境学習プログラムがある。今の日本の自然環

境の問題を考えると、幼児期の身近な自然体験を失ってし

まったことによる弊害を感じる。日本はスウェーデンよ

り、ずっと生物の多様性に富んだ国である。あまりに恵ま

れていて気づくのが遅れてしまったようだが、日本の自然

環境に育まれてきたものを今後も大切に守り育てていく

ことが大切である。是非幼児期に自然にふれあう機会を増

やし、環境学習を充実させてほしい。 

「施策の方向」に「環境を考え、行動する人材の育成」を位置

付け、「あいち環境学習プラザ」、「もりの学舎」、「あいち海上

の森センター」等を拠点とした体験型環境学習を推進します。

また、環境に関する演劇や絵本の募集など子どもを対象とした

環境学習や学校における環境教育を進めてまいります。 

５３ 第４章 
｢５ 参加・協働｣ 

日本、愛知県はいろいろな苦労を積み重ね、公害問題を克

服してきた。今、すごい勢いで中国が工業化を進め、環境

「施策の方向」として、「国際的な環境協力」を位置付け、環

境保全に関する研修生の受入れや技術職員の派遣を行うほか、
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
汚染が一時の日本か日本以上の公害の状態とも聞こえて

くる。中国ほどでないにしても東南アジアも同じような状

態だと思う。日本が国として考えることかも知れないが、

こうしたアジアの国への環境保全の協力をしていくこと

が、日本にとって外交上も自分たちの環境を守る意味から

も大事な事業だと思う。黄砂や海に廃棄されるごみは決し

て他人事ではすまない問題であり、環境協力は自分たちの

ためのものである。 
５４ 第４章 

｢５ 参加・協働｣ 
本県の民間や行政が持つ環境に関する技術力は優れたも

のが多くあると考えられることから、国際協力にあたっ

て、この地域の優位性を強調した記述ができるのではない

か。 

本県の企業が有する環境技術を海外に移転する仕組みづくり

を行う「アジア環境技術協力の推進」を重点プロジェクトに位

置付けるなど、本県が有する公害克服の知恵や様々な環境技術

を生かした国際環境協力を進めてまいります。 

５５ 第４章 
｢地域づくりプログラム｣ 
 

縦割りの行政から、分野を横に展開した地域づくりプログ

ラムは、これまで環境行政の面からしか述べてこなかった

ことから脱皮したもので、評価できることだと思う。しか

しながら、このプログラムが本当の意味で真価を発揮する

のは、これからのことであり、その推進体制(調整体制)で
いかに目的を明確にして、それぞれの役割を果たしていく

かが問われるので、頑張ってほしい。 

持続可能な地域づくりプログラムの推進にあたっては、個別計

画に基づく推進や新たな個別計画の策定などを通じて部局横

断的に取り組んでまいります。 

５６ 第４章 
｢地域づくりプログラム｣ 
｢コンパクトで環

境負荷の少ないま

ちづくり｣ 

｢コンパクトで環境負荷の少ないまちづくり｣について、人

口減少･高齢化については社会経済動向の変化として総論

的に記載され､人口減少や高齢化に伴う非自動車運転者の

増加は都市構造の課題に結びつき「コンパクトなまちづく

り」の背景として重要になると考えられるが、｢背景｣の記

述にその関係が十分に反映されていないように思われる。 

御意見を踏まえ、人口減少・超高齢社会の到来に関する「背景」

の記述を以下のとおり充実します。 
「・さらに今後の人口減少・超高齢社会の到来を見据え、既存

の社会資本の有効活用を図るとともに、高齢者を含め誰もが自

動車に過度に頼ることなく生活できる社会を形成していくこ

とが求められます。」 
５７ 第４章 

｢地域づくりプログラム｣ 
「コンパクトで環境負荷の少ないまちづくり」の「中心市

街地への都市機能の集約」について、中心市街地や駅周辺

「コンパクトで環境負荷の少ないまちづくり」は、今後の人口

減少・超高齢社会の到来を見据えながら、自動車利用の増大な
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
｢コンパクトで環

境負荷の少ないま

ちづくり｣ 

の拠点地区周辺は土地が手狭で既存の建物も多く、新たに

都市機能を集約して整備することは容易でないと考えら

れるので、まずは既存の都市機能をつなぐ便利な公共交通

機関の整備と自動車利用の制限等が必要ではないか。ま

た、名古屋市内では都市機能の集約がかなり実現している

にもかかわらず、多くの人が自動車を利用している。自宅

から 100m 先のコンビニですら自動車で出かけるような

人もおり、意識の問題が大きいのではないか。また、「街

なか居住の促進」について、街なかに住んでも自動車で郊

外の大規模店舗に買い物に行っていては意味がないので、

想定する居住者のライフスタイルを検証し、必要な生活基

盤と近接あるいはセットで整備することが必要と思われ

る。また、静かな環境を求めて好んで郊外に住んでいたり、

資金的な面から街なかに住みたくてもできない人もいる

ので、ニーズを的確に把握して施策を推進する必要がある

と思われる。 

ど都市機能の拡散に伴う環境負荷を低減するための取組とし

て、まちのあり方にも環境の視点を織り込んでいくものであ

り、様々な都市機能の集約や街なか居住の促進、環境にやさし

い交通体系系の構築などを一体的に進めていくものです。な

お、プログラムの推進にあたっては、都市構造と環境負荷の関

係に関する情報収集・発信にも努めてまいります。 

５８ 第４章 
｢地域づくりプログラム｣ 
｢コンパクトで環

境負荷の少ないま

ちづくり｣ 

自動車依存から脱却した環境にやさしい交通体系の構築

は、交通事故死を減らす観点からも私たちが幸せにくらし

ていくのに不可欠であると考える。しかし、本県は自動車

の世界的生産拠点であり、自動車保有台数も全国一、県税

も自動車産業からの依存が高くなっている。実際に行うの

は難しいのではないか。 
５９ 第４章 

｢地域づくりプログラム｣ 
｢コンパクトで環

境負荷の少ないま

ちづくり｣ 

自動車産業が強く、人も車中心社会の愛知県でこそ、脱車

宣言が必要ではないか。名古屋市内は地下鉄環状線もで

き、以前に比べ随分公共交通機関の整備が進んだ。原油価

格の高騰でガソリン代がかさむ今こそ、P＆R 対策をもっ

と協力に進めるべきではないか。県民の理解も得られやす

「あいち新世紀自動車環境戦略」に基づき、鉄道、バス等の公

共交通機関の活用や効率的な自動車利用、エコカーの大量普及

など、人が安心して快適に生活できる自動車環境の実現を目指

した取組を進めてまいります。また、自動車への過度の依存を

低くするという観点から、「持続可能な地域づくりプログラム」

として、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進を図るな

ど、「コンパクトで環境負荷の少ないまちづくり」を進めてま

いります。 
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
いと思う。 

６０ 第４章 
｢地域づくりプログラム｣ 
｢山から街までの

豊かな緑の実現｣ 

「３ 山から街までの豊かな緑の実現」の「放置された森

林の再生」に「奥地や公道沿いの人工林など、採算性が悪

く」とあるが、「公道沿いの人工林」は、採算性が悪いの

か？ 交通アクセスが良く、採算性が良いと考えられるが

誤りか。 

公道は通行車両が多く、安全上の問題等からその周囲の森林で

は間伐などの作業が困難で、整備が遅れがちとなり、その点で

採算性が悪くなります。なお、｢山から街までの豊かな緑の実

現｣について、具体の施策内容を記載し、ご指摘の部分につい

ては、｢林業活動では整備が困難な奥地や作業が困難な公道沿

い等の人工林について、県が主体となった強度の間伐の実施｣

としております。 
６１ 第４章 

｢地域づくりプログラム｣ 
｢山から街までの

豊かな緑の実現｣ 

環境保全は、子どもたちがこれからもこの地球上で生活し

ていく上で、最も大切なことである。特に緑に囲まれた環

境は、子どもたちが健やかに成長する上で必要であるの

で、植林や公園など、緑にあふれた環境づくりを進めてほ

しい。 
６２ 第４章 

｢地域づくりプログラム｣ 
｢山から街までの

豊かな緑の実現｣ 

豊田市でもツキノワグマが見つかったりする事件があっ

た。環境が良くなったのかとも思ったが、森が荒れている

ためエサを求めて人の住むところに出かけてくるという

解説もある。そんな時に愛知県も森と緑づくりの税をはじ

めるという記事を見たが、森の整備がひいては、都市に住

む人間にもいいことであることを説明してほしい。環境の

計画はそのようなことが読めて確認できるものであって

ほしい。 
６３ 第４章 

｢地域づくりプログラム｣ 
｢山から街までの

豊かな緑の実現｣ 

里山が利用されなくなり、森が暗くなっているので生物多

様性に富んだ計画的な森づくりが必要であり、行政は積極

的にやろうとする市民団体などに援助をするべきだと思

う。 

「持続可能な地域づくりプログラム」の「山から街までの豊か

な緑の実現」について、「あいち森と緑づくり税」（仮称）を活

用し、放置された森林の再生、里山林の保全・再生、都市の緑

の充実などに取り組んでまいります。また、森と緑に関する環

境学習を進め、森と緑づくりの重要性について普及啓発を図る

ほか、緑と緑づくりの環境保全活動を促進する取組を進めてま

いります。 

６４ 第４章 
｢地域づくりプログラム｣ 

自然環境行政はもっと地域の活動と連携して行う必要が

あるのではないか。野生生物に関する情報をデータベース

「持続可能な地域づくりプログラム」の「生きもののにぎわい

の保全と再生」において位置付けたレッドデータブックあいち
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番号 区分 御意見（概要） 県の考え方 
｢生きもののにぎ

わいの保全と再

生｣ 

化して共有することや、地域での活動を県の地方機関がサ

ポートすることも考えてほしい。生物多様性は大げさなこ

とではなく、身近にいる生き物が暮らす緑や水辺、森や田

んぼ、ため池など様々な環境を地道に守ることである。計

画においては、老人も子どもも若者も関心を持てるよう

に、分かりやすく問題提起し、対策の必要性と県民の役割

を訴えていくことが必要ではないか。 

をホームページに掲載するなど、引き続き野生生物の情報の共

有に努めてまいります。また、地域の自発的な活動を支援する

制度の創設を追加します。さらに、新たに策定する「あいち自

然環境保全戦略」に基づき、県民の皆様と協働した取組を進め

てまいります。 

６５ 第５章 
｢計画の推進・進行

管理｣ 

現在の計画にない PDCA による計画の見直しを加えたこ

とは、計画の長期的、持続的な進行管理ができるようにな

るための大きな進歩であり、評価したい。この仕組みが活

用されるよう期待する。 
６６ 第５章 

｢計画の推進・進行

管理｣ 

計画の進行管理では、取組項目の個々の結果を示すだけで

なく、相対としての進捗状況を図示等できると良いと思

う。（例：個々の取組項目の重み付けを行い、全体の進捗

状況を円グラフで示すとかすると良い。） 

御意見を参考にしながら、「計画の進行管理」に掲げた PDCA
サイクルによって、適切な進行管理に努めてまいります。また、

施策の進捗状況について、「環境白書」などにより、分かりや

すく県民の皆様にお示ししてまいります。 
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